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第１章 第一次宇和島市総合計画「宇
和島新時代への道」とは？ 

１ なぜ計画をつくるのか？ 

宇和島市は、総人口の減少と少子高齢化の急速な進行、日常生活圏・

経済圏の拡大、広域的な行政課題の増大、財政状況の悪化と行財政改革、

そして地方分権（国と地方との関係や役割分担の改革）への対応に向け、

平成 17 年８月１日に、旧宇和島市、旧吉田町、旧三間町、旧津島町の

４市町の合併によって新たに誕生しました。 

しかし、合併はまちづくりの手段であり、目的ではありません。今後、

自治体を取り巻く状況がさまざまな面でさらに厳しさを増すことが予

想される中で、行財政の効率化をはじめとする合併のメリット（効果）

を最大限に生かし、また市民と行政との新たな関係を築きながら、より

魅力的で持続可能なまちづくりをどのように進めていくかが重要であ

り、そのための新たな挑戦が始まったところです。 

このため、合併時に策定した「新市建設計画」に基づき、また直近の

市民ニーズの動向や社会・経済情勢の変化を十分に踏まえ、市民全員の

力を結集するための参画・協働の総合指針として、また地方分権時代に

ふさわしい自立したまちを創造し、経営していくための地域経営の総合

指針として、ここに「第一次宇和島市総合計画」を策定します。 

なお、本計画がすべての市民に親しまれ、市民とともに新しい時代の

宇和島市に向けて歩んでいくという想いを込めて、計画の愛称を、「宇

和島新時代への道」と定めます。 
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２ 計画の役割は？ 

「総合計画」は、地方自治法第２条第４項において基本構想の策定が

義務づけられている自治体の最上位計画です。 

本計画は、こうした法律に基づく市の最上位計画としての位置づけを

踏まえるとともに、合併時に策定した「新市建設計画」を基本に、まち

づくりの方向を内外に示すものであり、次のような役割を持ちます。 

 

 

 

 

本計画は、宇和島市民に対し、今後のまちづくりの方向性や必要

な施策をわかりやすく示し、子どもから高齢者まで、すべての市民

の参画と協働を促し、みんなの力を結集した新たなまちづくりを進

めるための市民参画・協働の総合指針です。 
 
 
 

 

 

本計画は、宇和島市行政にとっては、ＮＰＭ（ニュー・パブリッ

ク・マネジメント：民間経営理念・手法を導入した新公共経営）の

視点に立ち、地方分権時代にふさわしい自立したまちを創造し、持

続的に経営していくための地域経営の総合指針です。 
 
 
 

 

 

本計画は、国や愛媛県、周辺自治体に対しては、わがまち宇和島

市の主張を示すものとして位置づけ、必要な施策を調整・反映させ

ていく連携のいしずえとなるとともに、全国に向けて積極的に情報

発信していくものです。 

宇和島市民みんなの力を結集するための 

「市民参画・協働の総合指針」 

自立した宇和島市を創造・経営していくための 

「地域経営の総合指針」 

国・愛媛県・周辺自治体、そして全国に向けた 

「わがまち宇和島市の主張」 
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３ 計画の構成は？ 

本計画は、「基本構想」、「基本計画」で構成されています。 

「基本構想」は、市の特性や市民ニーズの動向、時代変化などを総合

的に考慮し、目指す将来像と、それを実現するための政策目標や施策、

施策の大綱、重点プログラム等を示したものです。 

「基本計画」は、基本構想に基づき、今後推進する施策の内容や主要

事業等を各分野にわたって体系的に示したものであり、各分野の個別計

画の基本ともなるものです。本基本計画は、従来の基本計画の要素に加

え、具体的な数値によるベンチマーク（成果指標）を設定したものであ

り、これにより、行政評価の一環として、ＰＤＣＡサイクル（Plan：計

画→Do：実施→Check：点検・評価→Action：見直しの仕組み）を確

立するとともに、市民へのアカウンタビリティ（説明責任）を果たすこ

ととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 本 構 想  

基 本 計 画  

実 施 計 画  

事 業 の 実 施  

個 別 計 画  
（環境基本計画、都市計画マス
タープランをはじめとする各
分野の計画） 
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４ いつまでの計画か？ 

本計画の期間は、「基本構想」については、平成 20 年度から平成 29

年度までの 10 年間とします。 

「基本計画」については、社会・経済情勢の変化に対応できるよう、

前期・後期に分けて策定することとし、前期基本計画が平成 20 年度か

ら平成 24年度までの５年間、後期基本計画が平成 25年度から平成 29

年度までの５年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後期５年間 

平成  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  年度
（200８）                     （2017） 

基本構想 

基本計画 

10 年間 

前期５年間 
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第２章 計画策定の時代背景 

地方分権の一層の進展をはじめ、本市を取り巻く社会・経済情勢は大

きく変化しており、今後もさらに目まぐるしい変化が予想されます。本

市が新たなまちづくりを進めるにあたって、踏まえるべき代表的な時代

背景は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

わが国では、地方分権が強く推し進められ、さまざまな制度が改善さ

れてきました。また、この一環として、三位一体の改革（国と地方の税

財政改革）が進められているほか、道州制（都道府県に代えて道または

州を置く制度）の検討も行われており、今後、自治体には、住民との協

働を基本に、あらゆる面で自立したまちづくりを進めていくことができ

る能力が一層強く求められます。 

このため、究極の行財政改革といわれる合併を実現した本市において

も、ＮＰＭの視点に立ち、さらなる行財政改革を強力に推進するととも

に、市民や民間との協働体制を確立し、真に自立可能・持続可能な新た

な公共経営を進めていくことが求められます。 

 

 

 

 

わが国の経済は、景気対策の効果もあり、近年ようやく景気回復の兆

しもみえてきましたが、依然として大幅な景気回復は見込めない状況に

あります。 

特に地方の産業・経済においては、こうした景気の動向や地域間競争

の激化、規制緩和、さらには少子高齢化や人口減少等を背景に、第１次

産業における担い手の減少や高齢化、後継者不足、これらに伴う農地や

 地方分権の一層の進展、住民との協働に基づく新公

共経営の時代の到来 

時代背景１ 

 地方産業・経済をめぐる環境の一層の深刻化 
時代背景２ 



 
 

第１部 序 論 

 7

森林の荒廃といった問題がさらに深刻化するとともに、商工業や観光に

おいても、既存商店街の衰退や産業立地の停滞、事業所の撤退、観光客

の減少などの状況がみられ、取り巻く情勢は一層厳しさを増しています。 

このため、農林水産業を中心とした産業のまちとしての位置づけを持

つ本市においても、多様な地域資源や交通立地条件の向上等を一層生か

しながら、環境変化に即した柔軟な振興施策を推進し、より自立度の高

い産業の育成を進めていくことが求められます。 

 

 

 

 

わが国の少子高齢化は、世界に類のない速度で急速に進行しており、

団塊の世代が高齢期に入る平成 27 年ごろには、高齢者人口が急激に増

加し、現在の状況をはるかに超えた超少子高齢社会の到来が見込まれて

います。また、わが国の総人口も、平成 17 年度に明治以降初めて減少

し、人口減少時代を迎えました。 

特に本市では、全国平均や県平均を上回る勢いで少子高齢化が進み、

また人口減少も急速に進んでおり、今後は、福祉・介護施策や保健・医

療施策だけでなく、まちづくりのあらゆる分野において、少子高齢化へ

の対応や人々の定住・移住の促進に一層積極的に取り組んでいくことが

求められます。 

 

 

 

 

近年、地球規模での環境保全の重要性が叫ばれていますが、今日の環

境問題は、日頃の生活や事業活動から生じる環境負荷が原因となってお

り、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会のあり

方そのものを持続可能なものへと変えていかなければなりません。 

このような中、わが国では、平成 18 年４月に新たな環境基本計画「環

境から拓く 新たなゆたかさへの道」を示し、環境保全を通じて人々が

幸せを実感でき、将来世代へも継承できる持続可能な社会の形成を目指

 将来世代へも継承できる持続可能な社会への移行 

時代背景４ 

 超少子高齢社会、人口減少時代の到来 

時代背景３ 
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すこととしており、自治体としても、住民とともに具体的な行動を起こ

すことが強く求められています。 

このため、本市においても、緑と海に包まれた雄大で美しい自然が息

づくまちとして、市民との協働のもと、環境負荷の少ない持続可能な社

会づくりに一層積極的に取り組んでいくことが求められます。 

 

 

 

 

近年、世界各地で大地震やハリケーンが発生しているほか、国内でも

地震、台風、竜巻などが発生し、自然災害からの安全性の確保への人々

の関心が急速に高まっています。 

また、世界各地におけるテロや有事の発生をはじめ、子どもが被害者

となる凶悪犯罪の多発、振り込め詐欺などの悪質商法による被害の急増、

ＢＳＥ（牛海綿状脳症）問題や鳥インフルエンザ問題の発生などを背景

に、安全・安心なまちづくりがこれまで以上に強く求められています。 

このため、本市においても、発生が予測されている南海・東南海地震

への備えを含めた総合的な防災体制の確立や子どもの安全確保はいう

までもなく、あらゆる分野で安全・安心の視点を十分に取り入れたまち

づくりを進めていくことが求められます。 

 

 

 

 

わが国では、５次にわたる全国総合開発計画等に基づき、これまで全

国各地で空港や港湾、高速道路などの高速交通ネットワークの整備が進

められてきました。四国地域では、瀬戸内三橋の完成、空港や港湾の整

備等により、国内外の地域との交流環境が飛躍的に向上したほか、四国

を８の字に循環する四国縦貫・横断自動車道の整備等が進められていま

す。 

本市においても、現在、四国横断自動車道（宇和島北ＩＣ～西予宇和

 高速交通ネットワークの整備進展 

時代背景６ 

 安全・安心のまちづくりの時代の到来 

時代背景５ 
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ＩＣ間）や宇和島道路の整備が進められており、今後の広域的アクセス

の向上が期待されています。 

今後は、これらの整備を市発展の契機としてとらえ、新たなまちづく

りに十分に生かしていくことが求められます。 

 

 

 

 

携帯電話やパソコン、インターネットが爆発的に普及し、だれもが世

界中の情報を手軽に入手し、情報発信することができる環境が実現して

います。さらにわが国では、平成 22 年のユビキタスネット社会（いつ

でも・どこでも・何でも・だれでもがネットワークを利用できる社会）

の実現に向けた取り組みを進めています。 

今後、情報化は、地域経営やまちづくりの戦略として、特に重要な役

割を果たすことが予想されることから、本市においても一層積極的に推

進していくことが求められます。 

 

 

 

 

情報化や交通手段の発達等を背景に、世界各国間の距離は急速に縮ま

り、人、物、情報の地球規模での交流が活発化しています。愛媛県では、

アジア・太平洋地域との人的往来や経済交流が活発化してきており、こ

れらの地域との交流の展開をはじめ、世界に開かれ、世界と共に生きる

地域づくりが求められています。 

今後、こうした国際交流や国際化への対応は、さまざまな分野で地域

の活性化を促すことが期待されることから、本市においても一層積極的

に取り組んでいくことが求められます。 

 

 

 

 ユビキタスネット社会の到来 

時代背景７ 

 地球交流時代の到来 

時代背景８ 
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すべての人の人権が尊重され、社会のあらゆる分野に対等な立場で参

画し、共に生きることができる社会の形成が一層強く求められています。 

また、近年、地域における身近な福祉や子育て・教育、子どもの安全

対策、防犯・防災対策などの必要性がますます高まる中で、本来地域が

持っていた、共に支え合う機能、コミュニティ機能を再生し、支え合い

協力し合いながら地域の課題を自ら解決していくことの重要性があら

ためて認識されるようになってきています。 

このため、本市においても、すべての分野において、共に生き、共に

支え合う社会づくり、新たな時代のコミュニティの再生と創造の視点を

一層取り入れていくことが求められます。 

 

 共に生き、共に支え合う社会への移行 
時代背景９ 
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第３章 宇和島市の現状と市民ニーズ 

１ 宇和島市の概況 

本市は、旧宇和島市、旧吉田町、旧三間町、旧津島町の４市町の合併

によって新たに誕生したまちです。本市の位置や地勢、人口等の概況は、

次のとおりです。 

（１）位置と地勢、面積 

本市は、愛媛県の西南部に位置し、北は西予市、東は鬼北町、松野町、

高知県四万十市及び宿毛市、南は愛南町と接し、西は宇和海に面してい

ます。 

宇和海沿岸は、入り江と半島が複雑に交錯する、変化に富んだ典型的

なリアス式海岸が続き、足摺宇和海国立公園に指定されており、藤原純

友の本拠地として名高い日振島をはじめとする５つの有人島と多くの

無人島があります。 

西側を除く三方は急峻な山々に囲まれ、起伏の多い複雑な地形となっ

ており、沿岸部の平野や内陸部の盆地に市街地や集落が点在しています。 

河川の多くは宇和海へ注いでいますが、三間川は日本最後の清流・四

万十川に合流し、高知県へ流れています。 

有人島を含めた東西が 38.15km、南北が 34.94km で、総面積は

469.50km2となっており、愛媛県 20 市町のうち、久万高原町、西予

市、西条市に続き、４番目に広い面積となっています。 
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宇和島市の位置 
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（２）人口と世帯 

平成 17 年の国勢調査の結果によると、本市の総人口は 89,444 人と

９万人弱となっています。 

これまでの推移をみると、一貫して減少傾向にあり、平成 12 年から

平成 17 年までの直近５年間の状況をみると、6,197 人（年平均約

1,239 人）の減少で、人口増減率は－6.5％となっています。 

これを愛媛県内の自治体との比較でみると、20市町のうち16番目、

1１市のうち 10 番目の人口増減率であり、市では八幡浜市（－6.7％）

に次いで減少が急速に進んでいます。 

年齢階層別にみると、14 歳以下の年少人口は 11,675 人（13.1％）、

15～64 歳の生産年齢人口は 52,193 人（58.4％）、65 歳以上の老年

人口は 25,576 人（28.6％）となっています。年少人口比率は全国平

均（13.7％）や県平均（13.6％）を下回り、老年人口比率は全国平均

（20.1％）や県平均（24.0％）を大幅に上回り、少子高齢化が急速に

進行していることがうかがえます。 

総世帯数は 34,222 世帯で、微減傾向で推移しており、直近５年間で

は 753 世帯（年平均約 151 世帯）の減少となっています。一世帯当人

数は 2.61 人で、一貫して減少傾向にあり、核家族化や世帯の多様化が

進んでいることを示しています。 
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人口と世帯の推移 

（単位：人、世帯、％） 

年 
項目 

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 

総人口 

［人口増減率］

105,030 

［－］

100,776 

［▲4.1］

95,641 

［▲5.1］ 

89,444 

［▲6.5］

年少人口 

（14歳以下）

19,511 

（18.6）

16,495 

（16.4）

13,825 

（14.5） 

11,675 

（13.1）

生産年齢人口

（15～64歳） 

66,704 

（63.5）

62,553 

（62.1）

57,576 

（60.2） 

52,193 

（58.4）
 

老年人口 

（65歳以上）

18,731 

（17.8）

21,728 

（21.6）

24,240 

（25.3） 

25,576 

（28.6）

世帯数 34,790 35,212 34,975 34,222 

一世帯当人数 3.02 2.86 2.73 2.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）総人口には、平成２年に 84 人の年齢不詳を含む。 資料：国勢調査 

 

 

（人）
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２ 宇和島市の魅力 

本市は、農林水産業のまちとしての特性や広域的な拠点としての位置

づけをはじめ、多様な特性・資源を誇る魅力のあるまちです。 

宇和島市らしい新たなまちづくりを進めるにあたっては、まず、こう

した特性・個性を一層際立たせ、さらに磨きあげていく視点に立ち、本

市の魅力をあらためてとらえ直す必要があります。本市の代表的な魅力

は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

本市は、温暖な気候と傾斜地の多い地形、内陸部の盆地など独特の自

然条件を生かした農業のまちとして、また西部一帯に広がる恵み豊かな

宇和海を生かした水産業のまちとして発展してきました。 

農業では、全国有数の生産量を誇るミカンをはじめとする果樹栽培と、

米の生産を中心に、野菜生産や畜産などが行われ、新鮮な農産物が豊富

に生産されています。 

また、水産業では、古くからの漁船漁業のほか、マダイ、ハマチなど

の魚類の養殖や真珠・真珠母貝の養殖が盛んに行われており、全国有数

の生産地として知られています。 

さらに、じゃこ天や鯛めし、清酒、真珠加工品をはじめ、農林水産物

を生かした加工特産品や郷土料理なども数多く開発されているほか、農

林水産物の直売や体験・観光農林水産業の展開など、都市や消費者との

交流などの取り組みも積極的に進められています。 

このように本市は、地域特性を生かした特色ある農業と水産業を大切

に育んできたまちであり、地方の産業・経済をめぐる環境が一層厳しさ

を増す中で、これらを中心とした産業振興をまちづくりの核として位置

づけ、維持・発展させていくことが必要です。 

 

 全国有数のミカン栽培、マダイ、ハマチ、真珠養殖

に代表される特色ある農業と水産業のまち 

魅力１
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本市は、農林水産業と並ぶ基幹産業として、古くから商業が盛んであ

り、市内はもとより北宇和郡や南宇和郡、高知県西北部までを商圏とす

る広域的な商業中心地として発展してきました。 

また、四国西南地域における基幹的な総合病院である市立宇和島病院

をはじめとする医療機関や保健・福祉・介護関連施設を数多く有するほ

か、地方裁判所や税務署、地方局、警察署、水産試験場、果樹試験場み

かん研究所をはじめとする国・県の機関も数多く立地し、さらに私立の

短期大学を有するなど、多様な都市機能が集積する広域的な拠点のまち

としての位置づけを持ちます。 

新たなまちづくりにあたっては、こうした本市ならではの拠点性をさ

らに生かし、高めるまちづくりを進めていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

本市には、緑と海に包まれた優れた自然資源や、伊達家ゆかりの歴史

資源はもとより、全国的に有名な闘牛、うわじま牛鬼まつり、鹿踊り、

由良神社裸まつり、コスモスまつりをはじめとする伝統的な祭りやイベ

ント、四国霊場札所、南楽園、吉田ふれあい国安の郷、道の駅みまコス

モス館、さらには津島やすらぎの里などの温泉や海水浴場、キャンプ場、

フィッシングセンター、郷土料理、みやげ品など、有形・無形の多彩で

魅力ある観光・交流資源があります。 

今後は、これらの多様な観光・交流資源を一体的かつ有効に活用し、

さらに多くの人々が訪れる活気とふれあいあふれるまちづくりを進め

ていくことが必要です。 

 

 

 商業集積や医療機関、国・県の機関など、多様な都

市機能が集積する広域的な拠点のまち 

魅力２

 闘牛や牛鬼をはじめ、有形・無形の多彩で魅力ある

観光・交流資源を有するまち 

魅力３
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本市は、鬼ヶ城山系や篠山などの緑輝く山々を背に、宇和海をのぞむ

まちであり、緑と海に包まれた雄大で美しい自然が息づいています。 

特に、宇和海沿岸は、入り江と半島が複雑に交錯する変化に富んだリ

アス式海岸が続いているほか、「耕して天に至る」といわれる段畑を有

し、心に染みる美しい風景を生み出しており、沖合に浮かぶ島々ととも

に優れた自然環境・景観を誇り、足摺宇和海国立公園の一角を占めてい

ます。 

これらの自然は、多くの市民にいこいとやすらぎ、そしてさまざまな

恵みを与えるかけがえのない財産であることから、環境保全を基本に、

さまざまな分野で新たなまちづくりに生かしていくことが必要です。 

 

や 

 

 

 

本市は、仙台藩伊達政宗の長庶子である秀宗が宇和郡十万石を拝領し

たことを始まりとし、以来、吉田分知がされますが、それぞれ歴代藩主

の善政によって繁栄し、独自の文化が築きあげられたという歴史を持ち

ます。 

市内には、現存 12 天守の一つであり、国の重要文化財に指定されて

いる宇和島城や、大名庭園として名高い天赦園、伊達家につかえた家老

を祀る和霊神社をはじめ、文化の薫り高い数多くの史跡や名勝があるほ

か、伊達家浜御殿跡に建てられた伊達博物館には、古文書や調度品など、

数多くの貴重な文化遺産が収蔵・展示されています。 

このように本市は、いにしえの個性的な文化や先人たちの足跡が今に

残る歴史ロマンのまちであり、今後とも、これら本市ならではの秀逸な

文化遺産の保存・活用に努めるとともに、宇和島らしさを生み出す要素

として、さまざまな分野で一層活用していくことが必要です。 

 緑輝く山々を背に宇和海をのぞむ、緑と海に包まれ

た雄大で美しい自然が息づくまち 

魅力４

 西国の伊達領として栄えた歴史を持つ歴史ロマンの

まち 

魅力５
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本市には、鉄道網として、ＪＲ予讃線とＪＲ予土線が走り、松山方面

や高知方面と結ばれており、宇和島駅はこれら２路線の結節点として重

要な位置づけにあるほか、神戸・大阪方面への高速バスや、松山への急

行バスが運行されるなど、広域的な交通の要衝にあります。 

さらに現在、四国横断自動車道（宇和島北ＩＣ～西予宇和ＩＣ間）や

宇和島道路の整備が平成 20 年代前半の開通を目指して進められており、

広域的な交流拠点としてのさらなる発展が期待されています。 

新たなまちづくりにあたっては、広域的・長期的な視点から、こうし

た広域交流拠点としての位置づけや発展可能性をさらに高めるまちづ

くりを進めていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

西国の伊達領として栄えた独特の歴史や豊かな自然、特色ある産業活

動などによって古くから培われてきた市民のやさしさや人情味、気概あ

ふれる住民性、そしてこれらに支えられた幅広い分野における市民活動

の活発な地域性は、新たなまちづくりにおいて積極的に伸ばし、活用し

ていくべき特性の一つです。 

今後とも、こうした住民性や市民活動を大切に守り育て、地方分権時

代の自立したまちづくりの原動力として生かしていくことが必要です。 

 やさしく、気概あふれる人が住み、市民活動が活発

な市民パワーのまち 

魅力７

 四国横断自動車道の整備等により、広域交流拠点と

してのさらなる発展が期待されるまち 

魅力６
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３ 宇和島市の課題 

これまでみてきたように、本市は多様な特性・資源を誇る魅力のある

まちですが、自治体をめぐる環境が厳しさを増す中で、さまざまな課題

もみられます。本市の抱える主要な課題をまとめると、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

地方産業・経済をめぐる環境が一層深刻化し、事業所数が急速に減少

する中で、本市の雇用情勢は極めて厳しく、パート雇用や季節雇用が多

くを占め、雇用の受け皿に乏しい状況であり、若者の流出の大きな原因

となっています。 

このような中、産業振興施策と連動しながら、雇用の場の創出をいか

に進めていくかが課題となっています。 

 

 

 

 

 

担い手の減少や高齢化、後継者不足が一層進み、古くから本市を牽引

してきた農林水産業が衰退傾向にあるとともに、第２次、第３次産業に

おいても、商店街の空洞化や事業所の撤退、観光客の減少などの状況が

みられ、本市の産業全体を取り巻く情勢は一層厳しさを増し、市の活力

低下が懸念されています。 

このような中、まちづくりのすべての分野の基本となる産業・経済の

活性化をいかに進めていくかが課題となっています。 

 

 

 

 産業・経済の活性化 

課題２ 

 雇用の場の創出 

課題１ 
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本市の人口推移（国勢調査結果）をみると、平成 12 年から平成 17

年までの５年間で 6,197 人（年平均 1,239 人）の減少で、人口増減率

は－6.５％となっており、県下 11 市のうち、２番目に人口減少が急速

に進んでいます。 

このような中、全市的な対応のもと、急速な人口減少に歯止めをかけ

る取り組みをいかに進めていくかが課題となっています。 

 

 

 

 

 

平成 17 年の本市の人口構造（国勢調査結果）をみると、14 歳以下

の年少人口比率は 13.1％（全国平均 13.7％、県平均 13.6％）、65 歳

以上の老年人口比率は 28.6％（全国平均 20.1％、県平均 24.0％）で、

全国平均や県平均を上回る勢いで少子高齢化が急速に進んでいます。 

このような中、子育て支援や保健・医療・福祉の充実をはじめ、少子

高齢化への対応をいかに進めていくかが課題となっています。 

 

 

 

 

 

若者の流出や人口減少が急速に進み、定住・移住の促進が強く求めら

れているほか、将来世代へも継承できる持続可能な社会の形成や、環境

保全を基本にした快適な環境づくりが求められています。 

このような中、定住・移住の促進を見据え、雇用の場の創出や産業・

経済の活性化、少子高齢化への対応とともに、だれもが住み続けたくな

る、移り住みたくなる快適な生活環境の整備をいかに進めていくかが課

題となっています。 

 人口減少の抑制 

課題３ 

 定住・移住を促す生活環境の整備 

課題５ 

 少子高齢化への対応 

課題４ 
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災害や犯罪、事故などからの安全性の確保が重視される中、安全・安

心なまちづくりが強く求められており、特に四国地域では、発生が予測

されている南海・東南海地震への備えが最重要課題の一つとして認識さ

れています。 

このような中、定住・移住を促進するためにも、防災・防犯面をはじ

め、あらゆる分野における危機管理体制の充実をいかに進めていくかが

課題となっています。 

 

 

 

 

 

産業・経済の衰退傾向、少子高齢化、人口減少の中で、商業中心地と

しての機能の低下や国・県の機関の移転などもみられ、本市の広域的な

拠点のまちとしての位置づけの低下が懸念されています。 

このような中、人々が集う魅力ある市街地の形成をはじめ、多様な都

市拠点機能の維持・強化をいかに進めていくかが課題となっています。 

 

 

 

 

 

本市は、平成 17 年８月１日に４市町の合併によって誕生した新しい

まちであるとともに、県下 20 市町のうち４番目に広い面積のまちであ

り、一体的かつ均衡あるまちづくりの基盤を早期につくりあげていくこ

とが求められています。 

このような中、総合的な土地利用の推進や、これに基づく道路・交通・

情報ネットワークの整備をはじめ、市の一体化と均衡ある発展に向けた

都市基盤の整備をいかに進めていくかが課題となっています。 

 広域拠点都市としての機能の強化 

課題７

 危機管理体制の充実 

課題６ 

 市の一体化、均衡ある発展 

課題８ 
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社会・経済情勢の目まぐるしい変化の中で、本市が今後一層発展して

いくためには、豊かな人間性を持ち、かつ社会変化に柔軟に対応できる、

心豊かで創造性あふれる人材の育成が必要不可欠です。 

このような中、宇和島市らしい特色ある教育活動の推進をはじめ、市

民一人ひとりの生涯にわたる学習・文化・スポーツ環境の整備をいかに

進めていくかが課題となっています。 

 

 

 

 

 

全国的に都市化が進み、郷土を愛する心や地域連帯感が薄れていく傾

向にある中で、本市においても同様の傾向がみられます。 

このような中、貴重な歴史文化資源をはじめとする本市の特性・資源

を生かし、あらゆる分野において“宇和島らしさ”や“宇和島市を愛す

る心”の醸成をいかに進めていくかが課題となっています。 

 

 

 

 

 

景気の低迷による税収の伸び悩み、三位一体改革の推進等を背景に、

本市の財政は危機的な状況にあり、自立した自治体を創造し、将来にわ

たって持続的に経営していくためには、行財政全般についての抜本的な

改革が必要です。 

このような中、より簡素で効率的な行財政体制への転換に向け、民間

経営理念・手法導入の視点に立った行財政改革をいかに進めていくかが

課題となっています。 

 新時代を担う人材の育成 

課題９ 

 行財政改革の推進 

課題 11 

 市民の郷土愛の醸成 

課題 10
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地方分権時代において、自立した自治体を創造・経営していくために

は、行財政改革とともに、より多くの分野における市民の参画と協働が

必要不可欠です。 

このような中、情報・意識の共有化をはじめ、新たなまちづくりの仕

組みとしての市民と行政との協働体制の確立をいかに進めていくかが

課題となっています。 

 

 市民と行政との協働体制の確立 

課題 12 
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４ 市民ニーズ 

本計画の策定にあたり、本市では市民参画を重視し、その一環として、

「住民アンケート調査」をはじめ、「各種団体アンケート調査」、「宇和

島子ども未来会議」などを行いました。 

これらの結果の中から、新たなまちづくりを進めるにあたって特に踏

まえるべき代表的な設問結果と提言内容を抜粋すると、次のとおりです。 

（１） 住民アンケート調査にみる市民ニーズ 

本調査は、平成 18 年６月に、20 歳以上の市民 3,000 人を対象に

40問の選択式・記述式設問により実施したもので、有効回収数1,440、

有効回収率 48.0％となっています。 

① これからのまちづくりで重視すべき分野 

 

 

 

これからのまちづくりで重視すべき分野について、新市建設計画の５

つの基本目標の中から選んでもらったところ、「地域特性を活かした産

業が発展するまち（産業分野）」（58.0％）が第１位にあげられ、次いで

「すこやか、安心、思いやりのあるまち（保健・医療・福祉分野）」（55.7％）

が第２位、「恵まれた自然環境を保全し、快適に暮らせるまち（生活環

境・基盤分野）」（52.8％）が第３位で、これらに回答が集中しています。 

これらをみると、農林水産業をはじめとする産業の振興をはじめ、少

子高齢化の急速な進行に対応した保健・医療・福祉の充実、自然と共生

し快適・安全・安心な暮らしが送れる生活環境・基盤づくりを重視した

まちづくりに市民の関心が集まっていることがうかがえます。 

 

 

 

 

「産業分野」が第１位、次いで「保健・医療・福祉分野」、「生

活環境・基盤分野」の順。 
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これからのまちづくりで重視すべき分野（複数回答） 

（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.7

52.8

15.1

3.5

58.0

0 10 20 30 40 50 60 70

地域特性を活かした産業が発展するまち

すこやか、安心、思いやりのあるまち

恵まれた自然環境を保全し、快適に暮らせるまち

歴史・文化を尊重し、いきいきと市民が活躍するまち

協働による住民主役の個性的なまち
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② まちづくりで力を入れるべき施策 

 

 

 

今後特に力を入れるべき施策については、「若者の定住促進のための

施策」（38.7％）及び「高齢者福祉・介護の充実」（38.0％）がほぼ同

率で第１・２位を占め、続いて「就労の場の拡充」（35.6％）、「医療体

制の充実」（32.3％）の順で、これらは他を引き離して４大施策となっ

ています。人口減少が進む中で、若者の定住や働く場の確保を求める声

が強いほか、高齢化の進行に対応した福祉・介護・医療の充実に市民の

関心が集まっていることがうかがえます。 

その他では、「児童福祉・子育て支援の充実」（19.0％）、「自然保護・

公害防止等の環境保全施策」・「水産業の振興」（18.3％）、「観光の振興」

（17.0％）などと続き、子育て支援や環境保全、産業振興に関する施策

も上位にあげられています。 

 

まちづくりで力を入れるべき施策（複数回答・上位 15 位） 

（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「若者の定住促進のための施策」、「高齢者福祉・介護の充実」、

「就労の場の拡充」、「医療体制の充実」が４大施策。 

38.0

35.6

32.3

19.0

18.3

18.3

17.0

16.6

15.7

13.9

13.2

12.4

12.0

11.5

38.7

0 10 20 30 40 50

若者の定住促進のための施策

高齢者福祉・介護の充実

就労の場の拡充

医療体制の充実

児童福祉・子育て支援の充実

自然保護・公害防止等の環境保全施策

水産業の振興

観光の振興

ごみ処理・リサイクル体制の整備

農林業の振興

道路網の整備

下水道・排水処理施設の整備

商業の振興

青少年の健全育成

交通安全・防犯対策の充実



 
 

第１部 序 論 

 27

（２）各種団体アンケート調査にみる市民ニーズ 

本調査は、平成 18 年８月に市内で活動する各種団体 106 団体を対

象に５問の記述式設問により実施したもので、有効回収数 70、有効回

収率 66.0％となっています。 

① 不足しているところ、伸ばしていくべきところ 

 

 

 

本市には何が不足しているか、何をもっと伸ばしていけばよいかにつ

いて自由に記述してもらいました。その結果を要約して整理すると、「雇

用の場が不足」という意見が 11 件で最も多く、次いで「産業の振興」

（９件）、「観光の振興」・「市の特性のＰＲ不足」（５件）、「活力が不足」・

「障害者の生活しやすい環境が不足」・「第１次産業の振興」（４件）な

どの順となっています。 

これらをみると、雇用の場の不足や産業振興に関する意見が多く、住

民アンケート調査の結果と同様に、産業振興の重要性が示されていると

いえます。 

 

不足しているところ、伸ばしていくべきところ（要約・２件以上） 

（単位：件） 

意  見 件数 意  見 件数

雇用の場が不足 11 スポーツ活動の推進 2

産業の振興 9 いこいの場が不足 2

観光の振興 5 計画的なまちづくりの推進 2

市の特性のＰＲ不足 5 現場の声を拾う行政の対応が不十分 2

活力が不足 4 子育て支援体制が不十分 2

障害者の生活しやすい環境が不足 4 市民との協働体制の構築 2

第 1 次産業の振興 4 若者に魅力のあるまちづくり 2

わかりやすく明確な市の基本理念が不足 3 福祉分野の充実 2

企業の誘致 3 歴史と文化を生かしたまちづくり 2

 

 

 

「雇用の場が不足」が最も多く、次いで「産業の振興」、「観

光の振興」・「市の特性のＰＲ不足」の順。 
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② まちづくりの重点分野 

 

 

 

今後のまちづくりの重点分野について自由に記述してもらいました。

その結果を要約して整理すると、合計 110 件のうち、「産業分野」に関

する意見が 33.6％（37 件）で最も多く、次いで「保健・医療・福祉分

野」（25.5％・28 件）、「教育・文化分野」（16.4％・18 件）、生活環

境・基盤分野」（14.5％・16 件）、「コミュニティ・行財政等分野」

（10.0％・11 件）の順となっています。 

住民アンケート調査の「①これからのまちづくりで重視すべき分野」

の結果とほぼ同様の傾向を示しており、産業、そして保健・医療・福祉

の順で重視されています。 

 

まちづくりの重点分野（要約） 

（単位：％、件） 

 

 

「産業分野」が最も多く、次いで「保健・医療・福祉分野」、

「教育・文化分野」の順。 

教育・

文化分野

16.4（18）

生活環境

・基盤分野

14.5（16）

コミュニティ・

行財政等分野

10.0（11）

保健・医療・

福祉分野

25.5（28）

産業分野

33.6（37）
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（３）宇和島子ども未来会議の提言 

本会議は、平成 18 年８月に、市内中学校生徒 32 名（８中学校から

各４名）に参加してもらい、伸ばすべきところ、変えたいところ、やる

べきこと、将来像についてのワークショップと発表等を行いました。 

 

 伸ばすべきところ  

○自然 ○産業・経済 ○伝統・祭り ○人間 ○特産品 
○みかん ○スポーツ ○武道 ○ボランティア ○その他 

 変えたいところ  
○交通機関 ○商店街・商業 ○娯楽施設 ○自然・環境 ○公共施設 ○学校 
○人間 ○海・街のごみ問題 ○空き地の有効利用  ○行事   ○その他 

 やるべきこと  
○ごみ拾い  ○交通機関の発達  ○就職できる場所を増やす  ○清掃活動

（川、公園など）  ○バス便を増す  ○宇和島をアピールする  ○全国か

ら水産・農業の後継者を呼ぶ  ○地震対策  ○闘牛をもっとやる  ○公共

施設の発達  ○限りある資源を大切に  ○高齢者や障害のある人のために、

普通の道にも専用の道をつける  ○町のいたるところにベンチをつくって気軽に休

めるようにする  ○点字ブロックを直す  ○空き地を有効利用して町をよりよ

くしていく  ○高速道路に休憩所をつくる  ○日曜大工さんをつくる（津島） 
○職場をふやす  ○祭りを活性化させる  ○特産品をアピールする   
○マスコットキャラクターをつくる  ○豊かな自然を整備し、全国にアピール

をして、観光客を呼ぶ  ○インターネットなどで、特産品や祭りの宣伝を   
○真鯛やハマチの料理を工夫して、インターネットなどに紹介する  ○バスの

便を増やす、渋滞をなくすなど交通整備  ○ガイアの曲をアレンジできるよう

に（自由に）する  ○海の近くに人が楽しめる場所を作る  ○無駄な工事を

しない  ○プールや映画館、ライブハウスなどの娯楽施設をつくる  ○毎年

続いていくイベントを（音楽の）つくる  ○まずは交通機関を整備。人も来る

し移動は便利になるし、一石二鳥 ○公共施設（医療や老人ホームなど）の充実 
○自然を大切にする活動  ○清掃活動  ○街をきれいにして観光客などに良

い思い出を残してもらう  ○宇和島伝統の祭りを地域に定着させる（まずは市

内から）  ○伝統文化をもっと他の地域の人にアピールする  ○自然保護と

街の便利化の両立  ○クールビズ。エアコンは 28 度  ○宇和島市を「宇和

島市」にする  ○娯楽施設を作る 

 将来像  
○がいにいい街～世界の中心で牛鬼が叫ぶ～ 
○みかんも魚もがいなまち～いその香りの宇和島にいっぺんきさいや!!～ 
○海の宝石が輝くまち～人情豊かないこいの場～ 
○きさいや！世界の中心のみかんのまち～島じゃないよ！～ 

注）４グループによる提言内容をまとめたもの。 
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（４）市民ニーズのまとめ 

住民アンケート調査及び各種団体アンケート調査による市民ニーズ

の傾向をまとめると、人口減少や若者の流出、産業全体の衰退、少子高

齢化が急速に進む中で、若者の定住や雇用の場の確保を含めた“産業の

振興”と、健やかで安心して暮らせる“保健・医療・福祉の充実”が強

く望まれているといえます。 

また、次代の本市を担う中学生のワークショップでは、やるべきこと

として、交通機関の充実をはじめ、市や市の特産品等のアピール、娯楽

施設の整備、職場の確保、祭りの活性化、自然保護・環境美化などが多

くあげられたほか、将来像については、「がいな」や「きさいや」、「み

かん」、「海」といった本市ならではのフレーズが提案されており、利便

性の向上やＰＲの強化、にぎわいのあるまちづくり、雇用の場の創出、

環境保全、そして地域資源を生かした宇和島市らしい誇りうるまちづく

りの必要性が示されているといえます。 
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第２部 基本構想 
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第１章 宇和島市の将来像 

１ 目指す将来像 

私たちの宇和島市は、風光明媚な多島海「宇和海」と、複雑な湾を屏風

のように大切に囲む急峻な山々、そして、無数の清流が流れる盆地から成

ります。この美しくても厳しい自然環境と相対した先人たちは、斜面に石

を積み、畑を切り拓き、波静かな入り江を利用して、養殖業に活路を見出

すなど、試行錯誤の中から、常に新たな産業や洗練された文化を築いてき

ました。私たちは、このような地域特性を生かしたまちづくりをみんなの

力で大切に受け継ぎ、発展させていきます。 

本構想では、旧 1 市 3 町時代の合併協議会で定められた「新市建設計

画」の基本理念を受け継ぎ、さらには「第 1 部 序論」を総合的に考慮

し、宇和島市の将来像を次のように定めます。 

 

自立・共生・協働のまち 
“人と交わり、緑と話し、海と語らう きらめき空間都市”

の実現を目指して 
 

 

この将来像は、地域の多様な主体が、足りないところをお互いに補い、

助け合いながら真に自立した地域経営を行うことを目指しています。そ

して、恵まれた自然と共生し、先人たちのように地域特性を生かしたま

ちづくりを推し進めることにより、新たな魅力やにぎわい、やさしさあ

ふれるまちを創り出していき、四国西南地域の中核を担っていくことを

うたっています。 
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現在、地方分権の進展、地方産業・経済をめぐる環境の深刻化、少子

高齢化・人口減少など、宇和島市を取り巻く情勢は、これまでにないス

ピードで大きく変化しています。今後もより一層厳しさを増すことが予

想され、多様化・高度化する市民ニーズに対し、すべてを市において対

応することは現実的に困難になってきています。これからは今まで以上

に一人ひとりの市民を出発点として、より身近なところでできることは

身近な場で行い、それが困難な場合は、地域、市、県、国とより大きな

単位にゆだねていくという観点（補完性の原則）に立ち、宇和島市にと

って、今、本当に必要なことは何かということを見極める必要がありま

す。そして、市と市民をはじめとする地域のさまざまな主体とが「協働」

の理念のもと、市の現状を正しく認識した上で、お互いに協力してまち

づくりに取り組むことにより、真に「自立」した地域経営を進めていく

必要があります。 

このような考え方に基づき、先人たちが取り組んできたように自然と

「共生」し、地域特性を生かしたまちづくりを進めていけば、新たな魅力

やにぎわい、そしてやさしさあふれるまちを創り出していくことができ、

子どもたちに希望ある未来を手渡すことができるのではないでしょうか。 

 

 

 

「人と交わり」は、市民一人ひとりの活動がまちづくりの基本であるこ

とを示し、「緑と話し、海と語らう」は、“父なる大地と話す”中から自然

に感謝して暮らす営みを学び、心豊かな子どもが育ち、“母なる海との語ら

い”から思いやりが芽生え、支え合う福祉が生まれるという考え方を掲げ、

「きらめき空間」は、自然あふれる生活空間、個性的な文化が融合して雅

を演出する空間、一人ひとりの笑顔がきらめく空間など、さまざまな空間

が形成された都市像を表現しています。さらにサブタイトル全体で、郷土

に誇りを持った人々が、農林水産業を守り育てるとともに商工業と連携し、

先進性と創造力をさらに強力に発揮することで、四国西南地域の中核都市、

ひいては地方分権時代の先駆者となることをうたっています。 

人と交わり、緑と話し、海と語らう きらめき空間都市

自立・共生・協働 
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２ まちづくりの姿勢 

将来像を踏まえ、本市の新たなまちづくりにおいて、すべての分野に

わたって基本とする姿勢を次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

「宇和島らしさ」を追求します

本市ならではの特性・資源を最大限に生かし、農林水産業を柱

とした産業をはじめ、健康福祉環境や生活環境、都市基盤、教育

文化、人材、さらにはまちづくりの仕組みに至るまで、多様な「宇

和島らしさ」を創造・追求・発信し、全国・世界に誇りうるまち

づくりを進めます。 

農林水産業資源を生かした食産業拠点の形成、こ

れを柱とした“宇和島産業”の復権と創造、雇用の

場の創出 

振興

市立宇和島病院を核とした医療体制の充実、支え

合いの精神に基づく保健・福祉・介護・子育て環境

の充実 

 

雄大で美しい自然と共生する特色ある環境自治体

の形成、南海・東南海地震への備えをはじめとする

総合的な危機管理体制の確立 

環境

市民活動の活発な地域性を生かした市民と行政と

の協働のまちづくり、住民自治の仕組みづくり 
協働

四国横断自動車道の整備を生かした広域的な拠点

のまちとしての都市機能の強化 

 

やさしさ 

都市機能 

新時代を拓き生き抜く「宇和島人」の育成、伊達

家ゆかりの文化遺産等を生かした歴史文化の薫り高

いまちづくり 

 
教育文化 
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３ 将来像実現に向けた政策目標 

将来像及びまちづくりの姿勢を踏まえ、新たなまちづくりの政策目標

（分野別政策の柱）を次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然と共生する快適・安全な 

うわじま 

新時代を拓き生き抜く人材を育成

するうわじま 

キーワード 

うわじまの 
『教育文化』 

政策目標５ 

人々が集う魅力ある便利で安全な

うわじま 

政策目標４ 

キーワード 

うわじまの 
『都市機能』 

活力あふれる産業が展開する 

うわじま 

政策目標１ 

キーワード 

うわじまの 
『振興』 

市民と共に歩むうわじま 

政策目標６ 

キーワード 

うわじまの 
『協働』 

だれもが健康で安心して暮らせる

うわじま 

政策目標２ 

キーワード 

うわじまの 
『やさしさ』 

政策目標３ 

キーワード 

うわじまの 
『環境』 
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全国・世界に誇りうる食産業拠点の形成を目指し、意欲と能力のある

担い手の育成や生産基盤の整備をはじめ、地産地消の促進や都市・消費

者との交流の促進、試験研究施設の活用、特産品の開発・ブランド化の

促進など、環境変化に即した多面的な振興施策を一体的に推進し、本市

のまちづくりの中核を担う農林水産業の維持・高度化と、各産業との有

機的連携・一体化を進めます。 

また、都市基盤整備等と連動した商業環境づくりや交通立地条件の向

上等を生かした優良企業の立地促進、産・学・官の連携強化による産業

開発・起業支援体制の強化などにより、広域的な商業中心地としての機

能の強化と工業の振興、新産業の開発を進めます。 

さらに、優れた自然環境・景観や伊達家ゆかりの歴史資源、闘牛や牛

鬼、食資源をはじめとする有形・無形の多彩な観光・交流資源を生かし、

体験・滞在型の観光・交流機能の強化を進めるほか、これら産業振興等

と連動した多様な雇用の場の確保を進めます。 

 

 

 

 

 

 

活力あふれる産業が展開する 

うわじま 

政策目標１ 

キーワード 

うわじまの 
『振興』 

活力あふれる 
産業が展開す 
るうわじま 

キーワード 

うわじまの 
『振興』 

農林業の振興 

水産業の振興 

商業の振興 

工業の振興と新産業の開発 

観光の振興 

雇用対策と勤労者福祉の充実 
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ヘルスプロモーション（自らの健康をコントロールし、改善できるよ

うにするプロセス）の理念を取り入れた、市民一人ひとりが健康寿命（健

康で生活できる期間）を伸ばすことのできる環境づくりに向け、総合的

な健康づくり体制の整備や、市立宇和島病院を核とした医療体制の充実

を進めます。 

また、支え合いの精神に基づく総合的な地域福祉体制づくりを進める

ほか、次代を担う子どもが健やかに生まれ、育成される子育て支援の環

境づくりを進めます。 

さらに、超高齢社会の到来に対応した高齢者や障害者の介護・自立支

援体制の充実、さらには生活保護、国民健康保険、国民年金など社会保

障の充実を図り、市民一人ひとりを大切にし、だれもが支え合いながら

健康で安心して暮らすことができる人にやさしいまちづくりを進めま

す。 

 

 

 

 

 

だれもが健康で安心して暮らせる

うわじま 

政策目標２ 

キーワード 

うわじまの 
『やさしさ』 

だれもが健康で
安心して暮らせ
るうわじま 

キーワード 

うわじまの 
『やさしさ』 

健康づくり・医療体制の充実 

地域福祉の充実 

子育て支援の充実 

高齢者支援の充実 

障害者支援の充実 

社会保障の充実 
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緑輝く山々を背に宇和海をのぞむ、雄大で美しい自然がいきづくまち

として、自然環境の保全はもとより、公害の防止から地球温暖化の防止、

新エネルギーの導入、市民の環境にやさしいライフスタイルの定着まで、

環境の保全と創造に向けた総合的な環境・エネルギー施策を市民と一体

となって推進し、四国をリードする環境自治体の形成を進めます。 

また、快適な暮らしの確保と水環境・水循環の視点に立った水道・下

水道の整備や、持続可能な循環型社会の形成に向けたごみ・し尿等廃棄

物処理体制の充実、さらには墓地・斎場の整備やうるおいのある親水・

親緑空間の保全と創造を進めます。 

さらに、南海・東南海地震への備えをはじめとする災害に強いまちづく

りや交通事故、犯罪、消費者トラブルのないまちづくりなど、総合的な危

機管理体制の確立を図り、快適・安全・安心な暮らしが実感でき、だれも

が住み続けたくなる、移り住みたくなる地域づくりを進めます。 

 

 

 

自然と共生する快適・安全な 

うわじま 

政策目標３ 

キーワード 

うわじまの 
『環境』 

自然と共生す
る快適・安全な
うわじま 

キーワード 

うわじまの 
『環境』 

環境自治体の形成 

水道の整備 

下水道の整備 

廃棄物処理体制の充実 

墓地・斎場の整備 

公園の整備と緑化の推進 

消防・防災体制の充実 

交通安全・防犯体制の充実 

消費者対策の充実 
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四国横断自動車道の整備等による交通立地条件の向上を最大限に生

かす視点に立ち、また市民ニーズの動向や時代変化等を総合的に考慮し、

市の一体的発展を見据えた計画的かつ調和のとれた土地利用を推進し

ます。 

また、これに基づき、環境と共生し、人々が集う魅力ある市街地の形

成や本市ならではの美しい景観の保全と創造、定住・移住の基盤となる

住宅の整備を進めるとともに、四国横断自動車道や宇和島道路をはじめ

とする国・県道の整備促進や市道の整備、鉄道交通やバス交通、離島航

路などの公共交通機関の利便性向上、港湾の整備、さらには電子市役所

の構築と多様な分野における情報化を一体的に推進し、人々の交流を促

進し、新たな発展を支える便利で安全な都市基盤づくりを進めます。 

 

 

 

 

人々が集う魅力ある便利で安全な

うわじま 

政策目標４ 

キーワード 

うわじまの 
『都市機能』 

人々が集う魅力
ある便利で安全
なうわじま 

キーワード 

うわじまの 
『都市機能』 

計画的な土地利用の推進 

市街地の整備 

景観の形成 

住宅施策の推進 

道路・交通網、港湾の整備 

情報化の推進 
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生きる力の育成を重視した特色ある教育活動の推進や、そのための学

校施設の整備はもとより、各世代の学習ニーズや地域特性に即した生涯

学習環境の一層の充実を図り、新時代を拓き生き抜く「宇和島人」の育

成と、生涯を通じて学び続け、その成果を生かすことができる、まちづ

くりの一環としての総合的な学習環境の整備を進めます。 

また、国民体育大会愛媛県開催を視野に入れたスポーツの振興や、市

民主体の文化芸術活動、国際交流活動等の活発化を一層促進していくと

ともに、宇和島城など伊達家ゆかりの文化遺産をはじめ、本市が誇る数

多くの有形・無形の貴重な歴史資源の保存とまちづくりへの一層の活用

を図り、人が輝き、国際色豊かで歴史文化の薫り高いまちづくりを進め

ます。 

 

 

 

 

 

新時代を拓き生き抜く人材を育成

するうわじま 

キーワード 

うわじまの 
『教育文化』 

政策目標５ 

新時代を拓き生
き抜く人材を育
成するうわじま

キーワード 

うわじまの 
『教育文化』 

学校教育の充実 

生涯学習の充実 

スポーツの振興 

文化芸術の振興と文化財の保存・

整備・活用 

青少年の健全育成 

国際化・地域間交流の推進 
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すべての人の人権が尊重され、社会の対等な構成員としてあらゆる分

野に参画し、共に生きることができるよう、人権教育・啓発活動を推進

するとともに、男女共同参画社会の形成に向けた多様な取り組みを推進

します。 

また、新たな時代の住民自治に基づく個性豊かな地域づくり、市民と

行政とが力を合わせた協働のまちづくり、新しい公共空間の形成（行政

に委ねられてきた公共を再構築し、住民や民間が共に公共を担うこと）

に向け、コミュニティの育成を進めるとともに、市民と行政との情報・

意識の共有化、各種計画づくりや公共施設の整備・管理等への市民・民

間の参画・協働の促進など、新たなまちづくりの仕組みとしての市民と

行政との協働体制の確立を進めます。 

さらに、地方分権時代に即した真に自立可能・持続可能な新たな公共

経営の推進に向け、顧客主義、成果主義など民間の経営理念・手法を導

入し、行財政運営のあり方自体を常に点検・評価・公表しながら、行財

政改革を強力に推進します。 

 

 

市民と共に歩むうわじま 

政策目標６ 

キーワード 

うわじまの 
『協働』 

市民と共に歩 

むうわじま 

キーワード 

うわじまの 
『協働』 

人権尊重社会の確立 

男女共同参画社会の形成 

コミュニティの育成 

市民と行政との協働体制の確立 

自立した公共経営の推進 
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第２章 人口の目標と土地利用の方向 

１ 人口の目標 

国勢調査の結果から本市のこれまでの人口推移をみると、一貫して減

少傾向にあり、直近５年間の推移では、平成 12 年 95,641 人、平成

17 年 89,444 人と、6,197 人の減少となっています。 

これら直近の人口推移に基づき、人口推計を行った結果によると、本

市の人口は今後減少がさらに加速し、本計画の目標年度である平成 29

年度には、約 72,000 人の人口規模になることが推計されています。 

しかし、本市の将来を展望すると、農林水産業を柱とした活力ある産

業の振興や雇用の場の創出をはじめ、魅力ある定住・交流基盤の整備や

快適な生活環境の整備、福祉・教育・文化環境の充実等により、大幅な

人口減少に歯止めをかけ、推計を上回る人口を確保することを目標にす

べきであると考えられ、本計画の積極的推進による政策努力分を見込み、

平成 29 年度の総人口の目標を、80,000 人と設定します。 

また、年齢階層別の構成や世帯数、一世帯当人数については、次のと

おり設定します。 

 



 
 

第２部 基本構想 

 43

人口の目標 

 
（単位：人、世帯、％） 

年 
項目 

平成17年 平成24年 平成29年 

総人口 89,444 83,000 80,000 

年少人口 

（14歳以下） 

11,675 

（13.1）

9,400 

（11.3）

8,210 

（10.3） 

生産年齢人口 

（15～64歳） 

52,193 

（58.4）

45,950 

（55.4）

41,400 

（51.8） 
 

老年人口 

（65歳以上） 

25,576 

（28.6）

27,650 

（33.3）

30,390 

（38.0） 

世帯数 34,222 34,440 34,190 

一世帯当人数 2.61 2.41 2.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）平成 17 年は実績値。目標値は、推計値をもとに本市の将来を展望して設定した

ものであり、10 人及び 10 世帯単位としている。 

（人）

30,39025,576 27,650

52,193 45,950 41,400

11,675

9,400
8,210

89,444

83,000
80,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

平成17年 平成24年 平成29年

年少人口
（14歳以下）

生産年齢人口
（15～64歳）

老年人口
（65歳以上）
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２ 土地利用の方向 

土地は、限られた資源であるとともに、住民の生活や産業経済活動等

のあらゆる活動の共通の基盤であり、まちの発展のためには、土地を高

度かつ有効に利用していく必要があります。 

本市では、これまで旧４市町の総合計画や土地利用関連計画・関連法

等に基づき、計画的な土地利用を進めてきましたが、合併に伴い、長期

的・広域的視点に立った、新たな時代の宇和島市としての一体的かつ均

衡のとれた土地利用の推進が必要となっています。 

土地利用は、まちづくりの根幹となるものであり、市の発展に直結す

る極めて重要な問題であることから、市民参画・協働のもと、慎重に検

討を重ねた上で、新たな計画を立て、市民全体の合意形成を図っていく

必要があります。 

したがって、ここでは、そのもととなる基本的な方針、考え方を示す

こととし、具体的なゾーニングや土地利用については、今後、市民や事

業者の積極的な参画・協働のもと、総合的に検討を重ねた上で、宇和島

市としての土地利用関連計画を策定し、明確化していくこととします。 

 

（１）土地利用の基本方針 

本市の土地を高度かつ有効に活用し、将来像を効果的に実現するため、

土地利用の基本方針を次のとおり定めます。 

 

 

 

雄大で美しい自然環境・景観、貴重な歴史環境・景観、農林水産業の

まちとしての生産環境の保全と活用を重視した土地利用を推進します。 

 

 

 

人々が集う魅力ある市街地環境・商業環境の創造や快適な居住空間の

形成、観光・交流基盤の充実、産業立地の促進、さらには便利で安全な

道路・交通体系の確立など、定住・交流人口の増加と市全体の活力向上

を重視した土地利用を推進します。 

自然・歴史・生産環境と共生する土地利用の推進 
方針１

定住と交流、活力を生み出す土地利用の推進 
方針２
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（２）主要区域別の土地利用の方向 

 土地利用の基本方針に基づき、本市における土地利用について、次

のように大きく５つの区域に分け、その基本的な方向性を示すと、次

のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇和海沿岸部と内陸の盆地を中心に、全国有数のミカン

産地と県下有数の美味米産地をはじめ、多様な農産物の産

地を形成する農業生産区域については、農地・農道の整備

など生産基盤の一層の充実をはじめ、整備された優良農地

の保全・活用、高度利用を進め、本市の基幹産業を支える

生産性の高い農業生産地として長期的に活用していくと

ともに、段畑景観の保全・活用や都市と農村との交流空間

としての利用に努めます。 

農業生産区域 

東部を中心に広がり、本市の約７割を占める森林区域に

ついては、森林が将来にわたって適正に管理され、持続可

能な森林経営が行われるよう、計画的な森林整備を推進す

るとともに、国土の保全や水源のかん養、地球環境の保全

などの森林の持つ多面的機能の持続的発揮に向け、森林の

保全及び育成、治山対策の促進、森林空間の総合的利用に

努めます。 

森林区域 



 
 

第２部 基本構想 

 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西部一帯の宇和海に面する臨海区域については、マダ
イ、ハマチ、真珠等の全国有数の養殖基地、漁船漁業の基
地として、港湾・漁港、漁場の整備、水産業関連施設の整
備、海域の環境保全など、水産業の発展に向けた生産基盤
の一層の充実を進めるとともに、海岸保全施設の整備を進
めます。 
また、水産業や環境との調和に配慮しながら、釣りや海

洋性レクリエーション機能の強化など、都市と漁村との交
流空間としての利用に努めます。 
離島については、貴重な自然環境の保全に努めるととも

に、農水産業生産基盤の一層の充実、観光・交流機能の強
化、生活環境施設の整備を進め、地域振興に努めます。 

臨海区域 

本市の中心的な諸機能が集積する宇和島中心市街地と
吉田・三間・津島の地域市街地を中心とする市街地環境整
備区域については、環境との共生に配慮した都市基盤整備
を進めるとともに、計画的な市街地の再生や新市街地の形
成を誘導し、快適で安全な居住空間の創出やまちなみ景観
の形成に努めます。 
また、それぞれの市街地の役割・機能分担のもと、交通

拠点機能や商業・業務機能、行政拠点機能、教育・文化機
能、保健・医療・福祉機能など、多様な都市拠点機能の集
積を誘導し、四国西南地域の中核拠点都市としての人々が
集う魅力ある市街地環境の創出に努めます。 

市街地環境整備区域 

農業や水産業、自然と共存する、市街地環境整備区域以

外の集落地域や住宅地からなる多自然居住区域について

は、生活環境施設の整備を総合的に進め、農林水産業環

境・自然・歴史環境と共生する快適でゆとりある居住空間

の創出を図り、定住の促進及び地域の活性化に努めます。 

多自然居住区域 
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第３章 施策の大綱 

１ 活力あふれる産業が展開するうわじま 

（１）農林業の振興 

ミカンをはじめとする果樹栽培と米の生産を中心に多様な農産物を

生産する本市の基幹産業である農業については、農地や農道、用排水施

設などの農業生産基盤の整備と、共同活動等による保全作業を推進しな

がら、地域農業を支える意欲と能力のある担い手（認定農業者、集落営

農組織等）の育成・確保、農業経営の法人化の促進等による経営体制の

再編強化に努めるとともに、試験研究施設等関係機関・団体との連携の

もと、農産物の生産性・品質・安全性の向上や一層のブランド化、新た

な特産品の開発、加工体制の充実等を促進します。 

また、農業関連廃棄物の適正処理・リサイクルや有機・減農薬栽培な

ど食の安全と環境に配慮した環境にやさしい農業の促進に努めるとと

もに、交流拠点施設の活用等による農産物の直売体制の充実や学校給食

との連携等による地産地消の促進、グリーン・ツーリズム（農山村にお

ける滞在型の余暇活動）や観光農園、市民農園の展開等による都市住

民・消費者との交流の促進、さらには食育の推進を図り、新たな時代に

即した自立した農業・農村の実現と農業の持つ多面的な機能の保全・活

用に努めます。 

総面積の約７割を占める森林については、将来にわたる適正な整備・管

理と南予ヒノキのブランド化に向け、林道、作業道の整備を進めながら、

森林組合を中心とした合理的な体制整備のもと、計画的な森林整備を進め

ます。 

また、森林の持つ多面的機能の持続的発揮、森林と水産業との関連を考

慮した森づくりの視点に立ち、森林の保全及び育成、環境教育やレクリエ

ーションの場としての活用を進めるほか、木質ペレットなどバイオマス

（生物由来の有機性資源）の利活用について研究を進めます。 
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（２）水産業の振興 

恵み豊かな宇和海を生かし、マダイ、ハマチなどの魚類の養殖や真

珠・真珠母貝の養殖、漁船漁業などが行われ、農業とともに本市の基幹

産業に位置づけられる水産業については、長期計画に基づく漁港の整備、

藻場や増養殖場の造成などの漁場整備、海域の環境保全を進めながら、

水産業を支える担い手の育成・確保による経営体制の基盤強化に努めま

す。 

また、関係機関・団体との連携のもと、種苗放流・中間育成事業等を

促進し、資源の拡大に努めるほか、養殖事業における生産性・品質・安

全性の向上や一層のブランド化、試験研究施設の誘致・整備等による新

たな特産品の開発、加工体制の充実等を促進します。 

また、環境にやさしい養殖事業の促進に努めるとともに、交流拠点施

設の活用等による水産物の直売体制の充実や学校給食、他の公共施設と

の連携等による地産地消の促進、ブルー・ツーリズム（漁村における滞

在型の余暇活動）や観光漁業の展開等による都市住民・消費者との交流

の促進、さらには食育の推進を図り、新たな時代の魅力ある水産業の実

現に努めます。 

 

（３）商業の振興 

人口の減少や車社会の進展、消費者ニーズの多様化等に伴い厳しい状

況にある商業については、広域的な商業中心地としての機能の維持・強

化に向け、商工会議所等関係機関・団体と連携し、経営体質の強化や後

継者の育成、地元商店街ならではの地域に密着したサービスの展開、農

林水産業や観光との連携による特産品の開発・販売など、近代的・魅力

的な商業活動を促進します。 

また、市民及び事業者との協働のもと、市街地整備など都市基盤整備

と連動した空き店舗の活用や駐車場の確保、景観整備など、商店街の環

境・景観整備について検討・推進し、人々が行き交うにぎわいの場の再

生と創造を目指します。 
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（４）工業の振興と新産業の開発 

農林水産物加工をはじめとする伝統的な地場産業と誘致企業を中心

とする工業については、地域活力の向上や若者の定住、雇用の場の確保

等を見据え、商工会議所等関係機関・団体と連携し、既存企業の体質強

化や経営の安定化を促進するとともに、産・学・官及び産業間の連携強

化等による産業開発・起業支援体制の強化を図り、新製品や新技術の開

発、新産業の開発や起業化を促進し、産業の新たな展開に努めます。 

また、四国横断自動車道の整備による交通立地条件の向上等を生かし、

工業立地基盤の整備充実のもと、関係機関と連携しながら、企業誘致活

動を積極的に展開し、付加価値の高い優良企業の立地を促進します。 

 

（５）観光の振興 

優れた自然資源や伊達家ゆかりの歴史資源、闘牛や牛鬼、食資源をはじ

め、多彩で魅力ある観光・交流資源を有する本市の観光については、体験

型・滞在型の観光・交流機能の強化に向け、既存観光・交流資源の一層の

活用、ネットワーク化を進めるとともに、農林水産資源をはじめとする本

市ならではの地域資源を生かした体験・交流プログラムの開発による多彩

なツーリズム観光の展開を促進します。 

また、広域的な観光体制の充実、観光ＰＲ活動の強化、市民のホスピ

タリティ（もてなしの心）の向上など、多面的な取り組みを推進します。 

 

（６）雇用対策と勤労者福祉の充実 

雇用をめぐる状況が一層厳しさを増す中、各種産業振興施策を一体的

に推進し、雇用の場の確保・拡充を目指すほか、ハローワーク等関係機

関や地元企業等との連携のもと、相談や情報提供、職業能力開発機会の

提供等により、若者の地元就職及びＵ・Ｊ・Ｉターンの促進、女性や高

齢者、障害者の雇用促進に努めます。 

また、企業への啓発等を通じて労働条件の向上や働きやすい環境づく

りを促すほか、勤労者福利厚生機能の充実に努め、すべての就業者が健

康で快適に就業できる環境づくりを進めます。 
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２ だれもが健康で安心して暮らせるうわ

じま 

（１）健康づくり・医療体制の充実 

すべての市民が健康寿命を伸ばし、生涯にわたって健康で幸せに暮ら

せるよう、保健・福祉の総合的な拠点施設の整備を進めるとともに、健

康づくり推進計画に基づき、保健・医療・福祉の有機的連携のもと、生

活習慣の改善に向けた多様な健康づくり施策を総合的、計画的に推進し

ます。 

また、安心して出産・子育てができる母子保健体制の充実、生活習慣

病予防・介護予防を柱とした成人・老人保健事業の充実、精神保健・感

染症対策の推進など、人生の各期に応じたきめ細かな保健サービスの提

供に努めます。 

さらに、高齢化の急速な進行による老年人口の増加、慢性疾患を中心

とした疾病構造の変化等、医療を取り巻く環境の著しい変化に伴う医療

ニーズの高度化、複雑多様化や救急医療ニーズの増大に応えられるよう、

市立病院相互の機能分担と連携、医師の確保等に努めるとともに、へき

地拠点病院としての市立宇和島病院と国民健康保険直営診療所の連携

により、へき地・離島における診療体制の維持・充実に努め、地域医療

体制の充実を進めます。 

また、関係機関・団体との連携のもと、食の安全・安心の確保に向け

た施策を推進します。 

 

（２）地域福祉の充実 

少子高齢化や核家族化の進行に伴い福祉ニーズが増大・多様化する中

で、子どもも高齢者も障害者も、すべての市民が住み慣れた地域で支え

合いながら健康でいきいきと暮らせるよう、福祉関連サービスを調整・

統合化した地域福祉計画の策定のもと、総合的な相談・情報提供体制の

確立などサービスを利用しやすい環境づくりを進めるとともに、社会福

祉協議会や各種福祉団体、福祉ボランティア団体、ＮＰＯ（民間非営利
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組織）等の福祉活動を育成・支援し、地域福祉を推進する多様な担い手

づくりと支え合いの地域づくりを進めます。 

また、バリアフリー（障壁を取り除くこと）、ユニバーサル・デザイ

ン（すべての人が使いやすい施設や建物のデザイン）のまちづくりを進

め、すべての人が安全に安心して生活ができる環境づくりを図ります。 

 

（３）子育て支援の充実 

少子化が急速に進行し、全市的な対応が緊急課題となっている中、次

代を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会の形成に向け、次世

代育成支援行動計画の策定のもと、保育サービスの充実及び保育所のあ

り方の検討をはじめ、学童保育や地域子育て支援拠点事業の充実、子育

て支援のネットワークづくりなど、地域における子育て支援の充実を進

めます。 

また、子どもや母親の健康の確保、食育の推進に向けた施策の展開、

次世代の親の育成をはじめとする教育環境の整備、良好な居住環境の整

備など子育てを支援する生活環境の整備、職業生活と家庭生活との両立

に向けた環境整備、子どもの安全の確保、さらには児童虐待やひとり親

家庭など要保護児童への対応など、多面的な施策を総合的、計画的に推

進します。 

 

（４）高齢者支援の充実 

全国平均や県平均を大幅に上回る勢いで高齢化が進行し、超高齢社会

の到来を見据えた総合的な取り組みが求められる中、高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画に基づき、地域包括支援センターを核とした地域

支援事業を効果的に推進し、予防重視型システムの定着を進めていくと

ともに、要支援認定者を対象とした予防給付、要介護認定者を対象とし

た介護給付等を実施します。 

また、介護予防・健康づくりに向けた保健事業や福祉サービスを推進

するほか、老人クラブ活動の支援や高齢者の学習機会の充実、シルバー

人材センターの充実支援など、生きがいづくり、社会参加に向けた施策

を推進します。 
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（５）障害者支援の充実 

障害者の増加及び高齢化が進む中、すべての障害者が地域社会の一員

として自立し、安心して暮らせるよう、障害福祉計画に基づき、また障

害者計画の策定のもと、ノーマライゼーション（だれもが等しく普通の

生活を送れる社会こそ正常であるという考え方）の理念の一層の浸透を

図るとともに、介護給付や訓練等給付の実施、地域生活支援事業の推進

など、障害福祉サービスの提供を図ります。 

また、障害児保育や特別支援教育の充実、障害者関連施設との連携等

による就労機会の拡大や社会参加の促進に向けた施策の推進、障害の予

防と早期発見、早期治療・療育、機能訓練等の保健・医療サービスの充

実など、総合的な取り組みを推進します。 

 

（６）社会保障の充実 

生活保護については、経済的給付に加え、生活保護受給者の効果的自

立と生活意欲の向上を促すため、民生児童委員や各関係機関との連携の

もと、状況を的確に把握し、適切な相談・指導・支援及び自立支援プロ

グラム（生活保護受給者の実態に応じた自立支援の内容及び実施手順等

を定め、これに基づき個々に必要な支援を組織的に実施するもの）の導

入実施を図ります。 

また、極めて厳しい財政状況にある国民健康保険事業の健全化に向け、

保健師との連携による生活習慣病対策など保健事業の推進をはじめ、医

療費の適正化対策、国民健康保険料の収納率向上対策に努めます。 

さらに、広報・啓発活動や年金相談の充実に努め、国民年金制度につ

いての市民の正しい理解の浸透、未加入者の加入促進に努めます。 
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３ 自然と共生する快適・安全なうわじま 

（１）環境自治体の形成 

緑と海に包まれた雄大で美しい自然がいきづくまちとして、四国をリ

ードする環境自治体の形成を進めるため、新エネルギービジョンや環境

基本計画、地球温暖化防止実行計画等の新たな指針づくりのもと、自然

環境の保全をはじめ、海域・河川の水質汚濁など公害の防止から地球温

暖化の防止まであらゆる環境問題への対応、新エネルギーの導入、省エ

ネルギーの促進、ごみの不法投棄の防止など環境美化・保全の推進、環

境教育の推進、持続可能な循環型社会の普及、さらには市民・事業者の

環境にやさしいライフスタイルや事業活動の定着など、多面的な環境・

エネルギー施策を総合的、計画的に推進します。 

 

（２）水道の整備 

快適な市民生活に一日も欠かすことのできない安全・安心な水の安定

供給を図るため、第７次整備事業計画に基づき、施設の老朽化への対応

や耐震化、災害時への対応等を考慮し、老朽管の布設替えや浄水場の整

備をはじめ、各種上水道施設の整備を計画的に推進するとともに、簡易

水道事業の充実を図ります。 

 

（３）下水道の整備 

海域や河川等の公共用水域の水質を保全し、美しく快適な居住環境を

確保するため、地域の状況に応じ整備区域や整備手法等を見直して全市

的な汚水処理計画を策定し、公共下水道事業を計画的に推進するととも

に、集落排水施設の適正管理、合併処理浄化槽の設置促進を図り、市全

域における汚水処理施設の早期整備に努めます。 

また、浸水被害を防止するため、雨水対策を進めます。 
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（４）廃棄物処理体制の充実 

持続可能な循環型社会の形成に向け、愛媛県ごみ処理広域化計画等に

基づき、熱回収施設（焼却施設）やリサイクル施設、最終処分施設の整

備・集約化など広域的なごみ処理・リサイクル体制の充実を進めます。 

また、市民への啓発活動を積極的に推進しながら、ごみ分別の徹底及

び３Ｒ運動（リデュース：発生抑制、リユース：再使用、リサイクル：

再生使用）の定着に努めるほか、広域的なし尿処理体制の充実に努めま

す。 

 

（５）墓地・斎場の整備 

共葬墓地の維持管理に努めるとともに、斎場については、老朽化の状

況を考慮し、整備充実及び適正管理を進めます。 

 

（６）公園の整備と緑化の推進 

市民の身近なスポーツ・レクリエーションの場、交流の場、子どもの

遊び場の確保と防災機能の向上に向け、公園・緑地、親水空間の整備や

老朽化した既存公園のリニューアル等を計画的に進めます。 

また、市民との協働のもと、全市的な緑化運動、花いっぱい運動を展

開し、花と緑あふれる快適な環境づくりを進めます。 

 

（７）消防・防災体制の充実 

南海・東南海地震の発生確率や、複雑な海岸線と急峻な山々に囲まれ

た本市の地形的特性等を十分に踏まえ、あらゆる災害に強い安全・安心

なまちづくりを進めるため、消防団の活性化をはじめ、宇和島地区広域

事務組合による広域的な常備消防・救急体制の充実及びさらなる広域化

の推進、消防施設の計画的整備を図り、消防力の強化を進めます。 

また、地域防災計画等の指針に基づき、自主防災組織の育成や緊急時

の情報通信体制の充実をはじめ、総合的な防災体制の確立を図るととも

に、関係機関との連携のもと、自然との共生に配慮しながら、海岸保全
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施設の整備や河川の改修、急傾斜地の崩壊防止など、治山・治水対策を

進めます。 

また、世界各地でテロや有事が多発する中、武力攻撃等の緊急事態に

対処するため、国民保護計画に基づく施策を推進します。 

 

（８）交通安全・防犯体制の充実 

四国横断自動車道の整備等に伴う今後の交通量の一層の増加も見据

え、警察や関係団体等と連携しながら交通安全教育・啓発活動を推進し、

市民の交通安全意識の高揚に努めるとともに、通学路や危険箇所を中心

とした交通安全施設の整備を進めます。 

また、全国的に子どもが被害者となる凶悪犯罪が多発し、防犯体制の

強化が特に重視される中、警察や関係団体等と連携しながら啓発活動や

情報提供等を行い、市民の防犯意識の高揚や自主的な地域安全活動の促

進、市民と一体となった防犯体制の強化に努めるとともに、防犯灯の設

置を促進します。 

 

（９）消費者対策の充実 

振り込め詐欺や有料サイトの架空請求などの悪質商法による被害が

急増し、大きな社会問題となっている中、自立する消費者の育成とトラ

ブルの未然防止に向け、県生活センター等との連携のもと、消費者教

育・啓発の推進や消費生活情報の提供、相談体制の充実を図ります。 
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４ 人々が集う魅力ある便利で安全なうわ

じま 

（１）計画的な土地利用の推進 

四国横断自動車道の整備や市民ニーズの動向、時代変化等を踏まえ、

長期的・広域的な視点に立ち、本市の持続的発展を見据えた一体的かつ

均衡のとれた土地利用を推進するため、都市計画区域・用途地域の見直

し及び都市計画マスタープランの策定、農業振興地域整備計画の見直し

など、土地利用関連計画の策定及び総合調整を一体的に行うとともに、

これらの周知や運用による適正な規制・誘導を図り、計画的な土地利用

を推進します。 

また、地籍を明確化し、土地の適正かつ高度な利用を図るため、調査

体制の充実のもと、地籍調査事業を推進します。 

 

（２）市街地の整備 

人々が集い交流する魅力ある市街地の再生と創造に向け、都市計画マ

スタープランに基づき、また中心市街地活性化基本計画の策定のもと、

市民及び事業者、行政が一体となった全市的な都市づくり体制の確立及

び気運の醸成を図りながら、既成市街地の土地の高度利用や新たな市街

地の形成誘導を進め、商業・業務機能をはじめとする多様な都市拠点機

能の集積や住環境の向上、産業立地基盤の充実等を図ります。 

 

（３）景観の形成 

景観行政団体として、本市ならではの自然景観や歴史景観の保全と創造、

個性的で美しい都市景観の形成を図るため、市民及び事業者の意識の高揚

を図りながら、景観条例や屋外広告物条例に基づき、市街地を中心とする

美しい町並みや歴史的景観の保存・形成に努めるとともに、景観法に基づ

き遊子水荷浦地区景観計画を策定し、段畑の保存・活用と農林水産業など

地域産業の活性化の視点に立ち、地域一体となった景観形成を進めます。 



 
 

第２部 基本構想 

 57

（４）住宅施策の推進 

定住・移住の促進と安全・安心・快適な住まいづくりに向け、居住系

市街地の整備や民間開発の適正な誘導等により、良好な環境の住宅地の

形成を進めるほか、市営住宅については、公営住宅再生マスタープラン

の策定のもと、若者の定住を促進する住まいづくり、高齢者や障害者、

子育て家庭が安全で安心して暮らせる人にやさしい住まいづくりとい

った視点に立ち、老朽化した住宅の建て替え・改善等を計画的に進めま

す。 

また、若者の定住や団塊の世代の移住を促進する効果的な支援施策を

検討・推進します。 

 

（５）道路・交通網、港湾の整備 

広域交流拠点としての機能をさらに強化し、さまざまな分野における

本市の発展可能性を高めるため、四国横断自動車道（宇和島北ＩＣ～西

予宇和ＩＣ間）及び宇和島道路の早期開通はもとより、四国８の字ハイ

ウェイの整備を積極的に働きかけていくとともに、国道 56 号・320 号

や主要地方道宇和島下波津島線をはじめとする国・県道の整備促進、九

島架橋の実現に向けた取り組みを進めます。 

また、これら幹線道路網へのアクセスの一層の向上や市内地域間の連

携強化、安全性・利便性の一層の向上に向け、幹線市道や身近な生活道

路の整備及び維持補修を計画的、効率的に進めます。 

公共交通機関については、ＪＲ予讃線・予土線の利便性向上やフリー

ゲージトレイン（新幹線が在来線に直通運転することができるよう、車

輪の幅を自動的に変えられる電車）の導入を要請していくほか、市民の

日常生活における身近な交通手段として、路線バス及び離島航路の維

持・確保、コミュニティバスの充実等に努めます。 

また、重要港湾である宇和島港をはじめ、各地方港湾について、相互

の連携と機能分担を図りながら、物流機能など港湾機能の強化、親水・

レクリエーション空間としての整備など、総合的な港湾整備を進めます。 
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（６）情報化の推進 

市民生活の質的向上と地域活性化を見据え、すべての市民が各種情報

サービスを等しく利用することができるよう、民間通信事業者との協調

等により、高速・大容量化に対応した情報通信基盤の全市的な整備・確

保を進めます。 

また、電子申請の充実や電子収納の導入をはじめ、行政内部の情報化

を一層推進するとともに、全市的な地域情報化の視点に立ち、多様な分

野における情報システムの整備及び情報サービスの提供を図り、電子市

役所の構築及び市全体の情報化を進めます。 

さらに、これら情報化を円滑に進めるため、市民及び職員への教育・

研修、情報セキュリティ（安全）対策を推進します。 
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５ 新時代を拓き生き抜く人材を育成する

うわじま 

（１）学校教育の充実 

子どもたちが、新時代の本市を担う人材として心身共に健やかに成長

していくことができるよう、幼稚園・保育所のあり方について検討を進

めながら幼児教育機能の充実に努めるとともに、義務教育においては、

地域の教育力を生かした特色ある教育の充実や国際化、情報化、環境問

題など社会変化に対応した教育の充実等による確かな学力の育成、道徳

教育や人権教育、福祉教育の充実等による豊かな人間性の育成、健康教

育や食育の充実等による健康・体力の育成など、生きる力の育成を重視

した特色ある教育活動を推進します。 

また、耐震化や老朽化への対応に向け、学校施設の整備を計画的に推

進するとともに、児童・生徒数の減少を考慮し、学校の統廃合について

検討を進めます。 

さらに、家庭や地域と一体となった開かれた学校づくり、信頼される

学校づくりを進めるほか、いじめや不登校などの心の問題へのきめ細か

な対応、学校給食センターの整備による給食体制の充実、安全対策の強

化など、総合的な教育環境の向上を図ります。 

また、市一体となって地域活性化とそのための人材育成を進めるため、

大学等高等教育機関の誘致に向けた取り組みを進めます。 

 

（２）生涯学習の充実 

市民一人ひとりが生涯を通じて学び続け、自己実現を図りながら充実

した人生を送り、その成果を本市のまちづくりに生かすことができる生

涯学習社会の確立に向け、推進組織の設置や推進計画の策定など全市的

な生涯学習推進体制の整備のもと、生涯学習センターや図書館、公民館

をはじめとする既存の生涯学習関連施設の整備充実・有効活用、新たな

拠点施設の整備、指導者の登録・派遣体制の整備を図るとともに、さま
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ざまな分野で行われている学習関連事業を統合・体系化した特色ある学

習プログラムの整備と提供、各種団体の自主活動の支援等に努めます。 

 

（３）スポーツの振興 

スポーツは、明るく豊かで活力に満ちた社会の形成や、個々の心身の

健全な育成に必要不可欠なものであり、市民一人ひとりが健康の糧とし

て生活に取り入れられるような生涯体育の環境整備を進めます。 

特に、平成 29 年の愛媛県で開催される国民体育大会を契機とした市

全体の活性化に向けて、スポーツ施設の整備・管理運営体制等の充実を

図るとともに、体育協会、スポーツ少年団などの各種スポーツ団体の育

成や総合型地域スポーツクラブ（地域住民だれもが気軽に参加できる自

主運営複合型スポーツクラブ）の普及並びに指導者の養成を推進します。 

また、スポーツ教室等の開講、地域の特色を生かしたスポーツ大会の

展開に努めるとともに、国民体育大会を見据えた、すべての市民がスポ

ーツに参画し、観戦するまちづくりに向けた取り組みを積極的に推進し

ます。 

 

（４）文化芸術の振興と文化財の保存・整備・活用 

市民が文化芸術を身近に感じ、個性豊かで創造的な文化芸術活動を行

えるよう、文化協会をはじめ各種文化芸術団体の育成に努めるとともに、

指導者の育成・確保、多様な文化芸術の鑑賞機会や発表機会の充実、美

術館など文化施設の整備検討を進めます。 

また、伊達家ゆかりの文化遺産をはじめとする数多くの貴重な歴史資

源を有するまちとして、歴史文化の薫り高いまちづくりを一層進めるた

め、宇和島城の保存整備、段畑景観や伝統的な町並みの保存整備をはじ

め、有形・無形の文化遺産の調査や保存・活用を進めるとともに、博物

館や資料館等の充実及び有効活用を図り、市内外の多くの人々が本市な

らではの歴史文化に親しめる場や機会の充実を進めます。 
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（５）青少年の健全育成 

青少年が、新時代の本市を担う人材として健全に育成されるよう、関

係部門、関係機関・団体が一体となった健全育成体制の整備のもと、少

年センターによる補導活動をはじめ、非行の防止や有害環境の浄化に向

けた活動を進めるとともに、家庭や地域の教育力の向上に向けた施策の

推進、青少年の体験・交流活動や地域活動、ボランティア活動などへの

参画促進、青少年団体やリーダーの育成に努めます。 

 

（６）国際化・地域間交流の推進 

地球交流時代の到来に対応した人づくり、地域づくりに向け、外国語

教育・講座の充実や小中学生の海外派遣研修の推進等を通じ、国際感覚

あふれる人材の育成を進めるほか、国際交流団体の育成など市民主体の

国際交流推進体制の整備を進めながら、アメリカ合衆国ハワイ州ホノル

ル市との姉妹都市交流や中国浙江省象山県との友好交流等を推進しま

す。 

また、案内板・刊行物等の外国語併記や窓口対応の充実をはじめ、さ

まざまな分野で外国人が住みやすく訪れやすい、世界に開かれたまちづ

くりを進めます。 

さらに、本市の特性や資源を有効に活用し、長野県千曲市、宮城県仙

台市、宮城県大崎市との姉妹都市交流をはじめ、国内の他自治体等との

交流活動を展開し、市の活性化につなげていきます。 
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６ 市民と共に歩むうわじま 

（１）人権尊重社会の確立 

市民一人ひとりが人権問題に関心を持ち、自らの課題として主体的に

取り組み、社会を構成するすべての人々の人権が尊重される社会の確立

に向け、人権を尊重しあらゆる差別をなくする条例に基づく市の基本計

画の策定のもと、指導者の育成・確保など推進体制の整備を進めながら、

あらゆる場を通じて人権教育や啓発活動を効果的かつ継続的に推進し

ます。 

 

（２）男女共同参画社会の形成 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあら

ゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に

政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、

共に責任を担うべき社会の形成を図るため、男女共同参画推進条例及び

基本計画に基づき、市、市民、事業者、県及び国との連携と協働により、

社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策を推進します。 

 

（３）コミュニティの育成 

新たな時代の住民自治に基づく個性豊かな地域づくりに向け、広報・

啓発活動の推進や講座・教室の開催等を通じ、市民のコミュニティ意識

の高揚やリーダーの育成を図るとともに、活動拠点となる公民館や集会

所等の整備充実を進めます。 

また、少子高齢化や人口減少、時代変化を踏まえた新たなコミュニテ

ィ単位の設定をはじめ、特色ある活動や個性あるコミュニティづくりへ

の支援、地域住民自らの手による地域計画づくりへの支援など、新時代

のコミュニティ形成に向けた仕組みづくりを検討・推進します。 
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（４）市民と行政との協働体制の確立 

市民と行政とが力を合わせた協働のまちづくり、新しい公共空間の形

成に向け、市民参画・協働に関する指針づくりのもと、広報紙やホーム

ページの充実、懇談会やタウンミーティングの開催をはじめとする広

報・広聴活動の一層の充実、円滑な情報公開の推進、まちづくりに関す

る学習機会の提供を図り、市民と行政との情報・意識の共有化を図りま

す。 

また、各種審議会・委員会の一般公募、パブリックコメント（ホーム

ページ等を活用した住民意見の募集）の実施等により、政策形成過程か

らその評価・見直しまで、市民の参画・協働を促進するほか、指定管理

者制度（公共施設の管理運営を民間事業者も担えるようにする制度）の

導入等により、公共施設の整備・管理等への市民及び民間の参画・協働

を促進します。 

さらに、新たなまちづくりの担い手として、ＮＰＯ等の育成・支援に

努めます。 

 

（５）自立した公共経営の推進 

限られた経営資源（人、物、財源）や条件の中で、市民満足度の向上

を図るとともに、地方分権時代にふさわしい自立した公共経営を推進す

るため、行政改革大綱及び集中改革プラン、財政計画等の指針に基づき、

財源配分の重点化や自主財源の確保、補助金や公共工事の見直し等の歳

入歳出一体改革による財政運営の健全化をはじめ、行政評価システムの

導入等を通じた事務事業の見直しや民間委託の推進、公共施設の見直し

等による効率的な行政運営の推進、組織・機構の再編や定員管理の適正

化、人材育成の推進等による組織体制の充実、さらには窓口サービスの

充実など、行財政改革を強力に推進します。 

また、道州制の動向など時代変化を見極めながら、広域行政を推進し

ます。 
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第４章 重点プログラム 
目指す将来像を実現するためには、「第 3 章 施策の大綱」に示した

政策目標ごとの施策や事業を総合的、計画的に推進していくことが基本

となりますが、ここでは、限られた経営資源の有効活用、“選択と集中”

の観点から、本市の新たなまちづくりにおいて特に重点的に推進する取

り組みを抽出し、「重点プログラム」として位置づけました。 

なお、重点プログラムは、本市の魅力を伸ばし課題を克服する視点、

市民ニーズに的確に応える視点に立ち、次のように設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点プログラム 

食の郷
く に

うわじま！食産業拠点形成プログラム 

重点プログラム１[最重点]

きさいやうわじま！体験型観光振興プログラム 
重点プログラム２[最重点]

うわじまで働く！雇用創造プログラム 
重点プログラム３[最重点]

生涯安心！地域医療体制充実プログラム 
重点プログラム４ 

子どもいきいき！子育て支援充実プログラム 
重点プログラム５ 

きらめく宇和海！環境自治体形成プログラム 
重点プログラム６ 

うわじまロマン！歴史景観保全・創造プログラム 
重点プログラム７ 

重点テーマ 

[最重点]農林水産業を柱とした産業・経済の活性化と雇用の場の創出 
[重 点]少子高齢化に対応した保健・医療・福祉・子育て環境の充実 
[重 点]優れた自然・歴史を生かした定住・移住を促す環境・景観づくり

重点テーマのしぼりこみ 

（魅力を伸ばし課題を克服する視点、市民ニ
ーズに的確に応える視点） 

重点テーマに対するプログラムの設定 

時代背景 宇和島市の魅力 

宇和島市の課題 市民ニーズ 
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【ねらい】 

産業・経済の衰退に対し、まちづくりの柱となる農林水産業の

振興を図り、産業全体の活性化につなげていくため、地域の特性

と資源を最大限に生かし、世界に誇りうる四国西南の食産業拠点

の形成に向けた取り組みを重点的に進めます。 

【主要な取り組み】 

○農林水産業を支える担い手の育成 

○農林水産物及び加工品の生産性・品質・安全性の向上、一層

のブランド化の推進 

○新たな品種や魚種の導入、新たな加工特産品の開発や販売の

促進 

○直売施設の活用や学校給食、市の施設との連携等による季節

感あふれる地産地消と食育の推進 

○産・学・官連携による地場産業の活性化・農林水産物の市場

開拓と国際競争力の育成 

○全国・世界に向けたＰＲ活動の展開や大消費地における出展

活動・イベントの開催、推奨品認定制度の活用等による市外

における消費の拡大 

 

食の郷
くに

うわじま！食産業拠点形成プログラム 

重点プログラム１[最重点] 
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【ねらい】 

定住・交流人口の減少に対応し、交流人口の増加と、交流から

定住への展開を図るため、農林水産資源や自然資源、歴史資源、

闘牛や牛鬼、祭りをはじめとする多彩な観光・交流資源を最大限

に生かし、体験型の観光機能の強化に向けた取り組みを重点的に

進めます。 

【主要な取り組み】 

○虹色ツーリズム（グリーン・ツーリズム、ブルー・ツーリズ

ム）などの農山漁村体験の展開促進 

○離島体験、食文化体験、ものづくり体験、歴史体験など、本

市ならではの特性・資源を生かした体験メニューの開発促進 

○施設の確保や人材の育成などメニューに応じた受け入れ体制

の整備 

 

 

 

 

 

 

【ねらい】 

厳しい雇用情勢に対応し、一人でも多くの雇用の確保に向け、

重点プログラム１・２の積極的推進に加え、雇用の場の創造、雇

用機会の拡大につながる取り組みを重点的に進めます。 

【主要な取り組み】 

○優良企業の立地促進 

○セミナー・研修会の開催等を通じた地場産業の事業拡大、新

産業の開発、起業化の促進 

○商店街におけるコミュニティビジネス（地域社会の課題や問

題の解決を目的とした住民主体の地域ビジネス）の育成 

 

うわじまで働く！雇用創造プログラム 

きさいやうわじま！体験型観光振興プログラム 

重点プログラム２[最重点] 

重点プログラム３[最重点] 
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【ねらい】 

高齢化の急速な進行等を背景に医療ニーズがますます高度化、

複雑多様化していく中で、すべての市民が生涯を通じて安心して

暮らせるよう、市立宇和島病院を核とした地域医療体制の充実に

向けた取り組みを重点的に進めます。 

【主要な取り組み】 

○市立宇和島病院、吉田病院、津島病院の相互の連携強化・機

能分担による包括的な医療システムの確立 

○国民健康保険直営診療所の維持及び市立宇和島病院との連携

強化等によるへき地や離島の診療体制の維持・充実 

○関係機関との連携による医師の確保 

 

 

 

 

 

 

【ねらい】 

急速に進む少子化に対応し、本市の“宝”である子どもが一人

でも多く生まれ、健やかに育成されるよう、地域における子育て

支援の充実に向けた取り組みを重点的に進めます。 

【主要な取り組み】 

○延長保育や一時保育の充実など多様化する保育ニーズに対応

した保育サービスの充実 

○学童保育や地域子育て支援拠点事業の充実、ファミリー・サ

ポート・センター（子育ての援助を受けたい人と行いたい人

が相互援助を行う会員制組織）事業の実施、児童館の設置な

ど地域における子育て支援サービスの充実 

○関係機関・団体、地域住民、ボランティアなどが連携した子

育て支援のネットワークづくりの推進 

 

生涯安心！地域医療体制充実プログラム 

重点プログラム４ 

子どもいきいき！子育て支援充実プログラム 

重点プログラム５ 
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【ねらい】 

地球温暖化や廃棄物問題の解決、水環境の保全に向けた総合的

な施策に取り組むとともに、環境汚染という負の財産を将来世代

に残さず、持続可能な社会をつくっていく「環境自治体うわじま」

づくりに向けた取り組みを重点的に進めます。 

【主要な取り組み】 

○新エネルギービジョン、環境基本計画等の策定 

○自然環境の保全、水質汚濁など公害の防止、地球温暖化の防

止、太陽光エネルギーやバイオマスエネルギーの導入、市民

及び事業者の自主的な環境保全活動の促進など多面的な環

境・エネルギー施策の推進 

 

 

 

 

 

 

【ねらい】 

市民の郷土愛や誇りの醸成、歴史文化の継承、地域の活性化、

観光の振興を見据え、宇和島市らしい歴史ロマンあふれる美しい

景観づくりに向けた取り組みを重点的に進めます。 

【主要な取り組み】 

○市街地の文化的景観の形成 

○宇和島城の保存整備と活用 

○遊子水荷浦の段畑の保存・管理・活用 

○津島地区岩松の伝統的な町並みの保存整備 

 

きらめく宇和海！環境自治体形成プログラム 

重点プログラム６ 

うわじまロマン！歴史景観保全・創造プログラム 

重点プログラム７
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将来像実現に向けた政策目標 施策 

第一次宇和島市総合計画「宇和島新時代への道」基本構想の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策目標１

農林業の振興 

水産業の振興 

商業の振興 

工業の振興と新産業の開発 

観光の振興 

雇用対策と勤労者福祉の充実 

活力あふれる産 
業が展開するう 
わじま 

 キーワード 
うわじまの 

『振興』 

政策目標３

 自然と共生する 
快適・安全なう 
わじま 

キーワード 

うわじまの 

『環境』 

環境自治体の形成 

水道の整備 

下水道の整備 

廃棄物処理体制の充実 

墓地・斎場の整備 

公園の整備と緑化の推進 

消防・防災体制の充実 

交通安全・防犯体制の充実 

消費者対策の充実 

 

政策目標４

人々が集う魅力 
ある便利で安全 
なうわじま 

キーワード 

うわじまの 

『都市機能』

計画的な土地利用の推進 

市街地の整備 

景観の形成 

住宅施策の推進 

道路・交通網、港湾の整備 

情報化の推進 

政策目標５

 新時代を拓き生 
き抜く人材を育 
成するうわじま 

キーワード 

うわじまの 

『教育文化』

学校教育の充実 

生涯学習の充実 

スポーツの振興 

文化芸術の振興と文化財の保存 
・整備・活用 

青少年の健全育成 

国際化・地域間交流の推進 

政策目標６

 
市民と共に歩む 
うわじま 

キーワード 

うわじまの 

『協働』 

人権尊重社会の確立 

男女共同参画社会の形成 

コミュニティの育成 

市民と行政との協働体制の確立 

自立した公共経営の推進 

政策目標２
健康づくり・医療体制の充実 

地域福祉の充実 

子育て支援の充実 

高齢者支援の充実 

障害者支援の充実 

社会保障の充実 

 だれもが健康で 
安心して暮らせ 
るうわじま 

キーワード 

うわじまの 

『やさしさ』

市民ニーズ 
住民アンケート調査にみる市民ニーズ 

① これからのまちづくりで重視すべき分野 
１位 地域特性を活かした産業が発展するまち 
２位 すこやか、安心、思いやりのあるまち 
３位 恵まれた自然環境を保全し、快適に暮らせるまち 

各種団体アンケート調査にみる市民ニーズ 

① 不足しているところ、伸ばしていくべきところ 
１位 雇用の場が不足 
２位 産業の振興 
３位 観光の振興・市の特性のPR不足 

宇和島子ども未来会議の提言 

将来像 

○がいにいい街～世界の中心で牛鬼が叫ぶ～ 
○みかんも魚もがいなまち～いその香りの宇和島にいっぺんきさいや!!～ 
○海の宝石が輝くまち～人情豊かないこいの場～ 
○きさいや！世界の中心のみかんのまち～島じゃないよ！～ 

目指す将来像 

 

 

 

 

 

計画策定の 

時代背景 
重点プログラム 

宇和島市の概況 
位置と地勢、面積 

・愛媛県の西南部に位置する 
・宇和海沿岸は、リアス式海岸が続き、足摺宇和海国立公園に指定され、日振島をはじめとする
５つの有人島と多くの無人島を有する 
・西側を除く三方は急峻な山々に囲まれ、起伏の多い複雑な地形で、沿岸部の平野や内陸部の盆
地に市街地や集落が点在する 
・東西38.15km、南北34.94km、総面積469.50km2で、愛媛県20市町のうち４番目に広い 

人口と世帯 

・総人口 89,444 人、人口増減率－6.5％、人口減少が急速に進行 
・年少人口比率 13.1％、老年人口比率 28.6％、少子高齢化が急速に進行 
・総世帯数 34,222 世帯、一世帯当人数 2.61 人、核家族化、世帯の多様化が進行 

自立・共生・協働のまち
“人と交わり、緑と話し、 

海と語らう きらめき空間都市” 

の実現を目指して 
宇和島市の魅力 

 

まちづくりの姿勢 

「宇和島らしさ」を追求します
 

 

 

 

雄大で美しい自然と共生する特
色ある環境自治体の形成、南海・東
南海地震への備えをはじめとする
総合的な危機管理体制の確立 

環境 

新時代を拓き生き抜く「宇和島
人」の育成、伊達家ゆかりの文化遺
産等を生かした歴史文化の薫り高
いまちづくり 

 

市民活動の活発な地域性を生か
した市民と行政との協働のまちづ
くり、住民自治の仕組みづくり 

協働 

四国横断自動車道の整備を生か
した広域的な拠点のまちとしての
都市機能の強化 

 

地方分権の
一層の進展、
住民との協働
に基づく新公
共経営の時代
の到来 

時代背景１ 

地方産業・
経済をめぐる
環境の一層の
深刻化 

時代背景２ 

超少子高齢
社会、人口減
少時代の到来 

時代背景３ 

将来世代へ
も継承できる
持続可能な社
会への移行 

時代背景４ 

安全・安心
のまちづくり
の時代の到来 

時代背景５ 

高速交通ネ
ットワークの
整備進展 

時代背景６ 

ユビキタス
ネット社会の
到来 

時代背景７ 

地球交流時
代の到来 

時代背景８ 

共に生き、
共に支え合う
社会への移行 

時代背景９ 

② まちづくりで力を入れるべき施策 
１位 若者の定住促進のための施策 
２位 高齢者福祉・介護の充実 
３位 就労の場の拡充 

② まちづくりの重点分野 
１位 産業分野 
２位 保健・医療・福祉分野 
３位 教育・文化分野 

全国有数のミカン栽培、マダイ、ハマチ、真珠養殖に代表される特色ある農業と水産業のまち 

魅力１ 

商業集積や医療機関、国・県の機関など、多様な都市機能が集積する広域的な拠点のまち 

闘牛や牛鬼をはじめ、有形・無形の多彩で魅力ある観光・交流資源を有するまち 

緑輝く山々を背に宇和海をのぞむ、緑と海に包まれた雄大で美しい自然が息づくまち 

西国の伊達領として栄えた歴史を持つ歴史ロマンのまち 

四国横断自動車道の整備等により、広域交流拠点としてのさらなる発展が期待されるまち 

やさしく、気概あふれる人が住み、市民活動が活発な市民パワーのまち 

魅力２ 

魅力３ 

魅力４ 

魅力５ 

魅力６ 

魅力７ 

宇和島市の課題 

 
雇用の場の創出 

課題１ 

人口減少の抑制 

課題３ 

定住・移住を促す生活環境の整備 

課題５ 

広域拠点都市としての機能の強化 

課題７ 

新時代を担う人材の育成 

課題９ 

行財政改革の推進 

課題 11 

振興 

農林水産業資源を生かした食産
業拠点の形成、これを柱とした“宇
和島産業”の復権と創造、雇用の場
の創出 

市立宇和島病院を核とした医療
体制の充実、支え合いの精神に基づ
く保健・福祉・介護・子育て環境の
充実 

 

市民と行政との協働体制の確立 

産業・経済の活性化 

課題２ 

少子高齢化への対応 

課題４ 

危機管理体制の充実 

課題６ 

市の一体化、均衡ある発展 

課題８ 

市民の郷土愛の醸成 

課題 10 

課題 12 

食の郷
くに

うわじま！ 

食産業拠点形成プログ

ラム

重点プログラム１[最重点]

きさいやうわじま！ 

体験型観光振興プログ

ラム 

重点プログラム２[最重点]

うわじまで働く！ 

雇用創造プログラム 

重点プログラム３[最重点]

生涯安心！ 

地域医療体制充実プロ

グラム 

重点プログラム４

子どもいきいき！ 

子育て支援充実プログ

ラム 

重点プログラム５

きらめく宇和海！ 

環境自治体形成プログ

ラム 

重点プログラム６

うわじまロマン！ 

歴史景観保全・創造プ

ログラム 

重点プログラム７

やさしさ 

都市機能 

教育文化 


